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【
事
例
①
】

３
年
前
、
地
主
か
ら
土
地
を
借
り
て
、
借
地

上
に
自
分
名
義
の
家
を
新
築
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
実
家
の
親
と
同
居
し
て
い
た
兄

が
急
死
し
、
自
分
が
親
の
元
へ
帰
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
く
な
っ
た
。

家
を
売
っ
て
故
郷
に
帰
ろ
う
と
思
う
が
、
地

主
が
家
を
売
る
こ
と
を
承
諾
し
て
く
れ
な
い
。

【
回
答
】（
佐
藤
豊
弁
護
士
）

借
地
を
し
て
家
を
建
て

た
場
合
、
家
は
自
分
の
も

の
だ
か
ら
自
由
に
売
る
こ

と
が
で
き
る
が
、
新
た
に

家
を
買
っ
た
人
が
土
地
を

借
り
る
こ
と
に
な
る
こ
と

か
ら
、
借
地
権
も
譲
渡
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

借
地
は
地
主
と
借
地
人
の
間
の
契
約
だ
か
ら
、

地
主
の
承
諾
な
し
に
土
地
を
借
り
る
権
利
を
他

人
に
譲
渡
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
す
る

と
、
借
地
を
し
て
家
を
建
て
た
人
は
、
自
分
の

も
の
で
あ
る
家
を
自
由
に
売
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
っ
て
し
ま
う
。

そ
こ
で
借
地
借
家
法
は
、
家
を
売
ろ
う
と
し

て
い
る
相
手
が
地
主
に
と
っ
て
不
利
と
な
る
お

そ
れ
が
無
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
地
主
が
承
諾
し

な
い
場
合
は
、
申
立
に
よ
り
、
裁
判
所
が
地
主

の
承
諾
に
代
わ
る
許
可
を
与
え
る
こ
と
が
で
き

る
と
規
定
し
て
い
る
。

そ
の
際
、
地
代
が
安
い
場
合
は
増
額
さ
れ
、

一
定
額
の
承
諾
料
と
も
言
え
る
金
銭
の
支
払
い

を
命
じ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

【
事
例
②
】

国
道
沿
い
に
自
分
名
義
の
土
地
が
あ
る
が
、

現
在
は
何
に
も
使
っ
て
い
な
い
。

先
日
、
レ
ス
ト
ラ
ン
を
営
業
し
た
い
の
で

こ
の
土
地
を
貸
し
て
欲
し
い
と
の
話
が
あ
り
、

申
し
込
み
を
受
け
た
。

し
か
し
、
一
旦
貸
し
て
し
ま
う
と
事
実
上

返
し
て
貰
え
な
い
と
人
か
ら
聞
い
て
い
る
が
、

本
当
な
の
か
。

【
回
答
】（
田
中
善
助
弁
護
士
）

建
物
所
有
目
的
で
土
地

を
賃
貸
す
る
と
、
そ
の
賃

貸
借
契
約
は
、
借
地
借
家

法
の
適
用
を
受
け
る
こ
と

に
な
る
。

旧
借
地
法
で
は
、
借
地

契
約
は
当
初
の
契
約
期
間
満
了
後
も
地
主
に
正
当

事
由
が
認
め
ら
れ
な
い
限
り
継
続
す
る
こ
と
に
な

り
、
ご
質
問
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
面
も
あ
っ
た
。

平
成
３
年
10
月
４
日
に
改
定
さ
れ
た
借
地
借

家
法
で
は
、
期
間
満
了
時
に
借
地
権
が
消
滅
す

る
い
わ
ゆ
る
「
定
期
借
地
権
制
度
」
が
創
設
さ

れ
た
。

定
期
借
地
権
に
は
、
借
地
権
の
存
続
期
間
を

①
50
年
以
上
と
し
て
設
定
す
る
定
期
借
地
権
、

②
30
年
以
上
50
年
未
満
（
借
地
借
家
法
23
条
１

項
）
と
し
て
、
あ
る
い
は
10
年
以
上
30
年
未
満

（
同
法
23
条
２
項
）
と
し
て
設
定
す
る
事
業
用
定

期
借
地
権
、
③
30
年
以
上
と
し
て
設
定
し
、
将

来
地
主
が
借
地
上
の
建
物
を
譲
り
受
け
る
こ
と

に
よ
り
借
地
権
を
消
滅
さ
せ
る
建
物
譲
渡
特
約

付
借
地
権
の
３
通
り
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
定
期

借
地
権
は
い
ず
れ
も
契
約
期
間
満
了
に
よ
り
契

約
が
終
了
す
る
。

公
正
証
書
に
よ
る
事
業
用
の
定
期
借
地
権
契

約
を
締
結
す
る
の
が
良
い
と
思
わ
れ
る
。

【
事
例
③
】

家
を
建
て
替
え
る
こ
と
に
な
り
、
自
分
名

義
の
宅
地
を
担
保
に
入
れ
て
、
銀
行
か
ら
住

宅
ロ
ー
ン
を
借
り
る
手
続
き
を
進
め
て
い
る
。

し
か
し
、
登
記
簿
を
見
た
ら
、
明
治
43
年

に
当
時
50
円
の
債
権
額
で
抵
当
権
が
設
定
さ

れ
て
い
た
。

銀
行
で
は
、
こ
の
よ
う
な
古
い
抵
当
権
で

も
抹
消
し
て
も
ら
わ
な
い
と
融
資
は
で
き
な

い
と
言
う
が
、
抵
当
権
者
の
名
前
を
見
て
も

全
く
知
ら
な
い
人
で
、
ど
う
し
た
ら
良
い
か
。

【
回
答
】（
徳
竹
春
近
司
法
書
士
）

抵
当
権
者
の
住
所
を
調

べ
、
本
人
又
は
そ
の
家
族

が
そ
の
住
所
に
住
ん
で
い

る
か
ど
う
か
を
確
認
す

る
。住

ん
で
い
な
い
よ
う
な

ら
、
そ
の
住
所
に
宛
て
て
内
容
証
明
郵
便
を
出

す
。
当
然
返
送
さ
れ
て
来
る
の
で
、
そ
の
後
、

債
権
額
、
利
息
、
損
害
金
を
計
算
し
て
供
託
し
、

そ
れ
を
基
に
抵
当
権
の
抹
消
登
記
を
す
る
。

も
し
、
そ
の
住
所
に
本
人
又
は
そ
の
家
族

（
相
続
人
）
が
住
ん
で
い
れ
ば
話
し
合
い
、
本
人

又
は
相
続
人
が
了
承
す
れ
ば
抹
消
で
き
る
。

話
し
合
い
が
ま
と
ま
ら
ず
本
人
又
は
相
続
人

が
拒
否
し
た
ら
裁
判
を
す
る
こ
と
に
な
る
。

【
事
例
④
】

母
が
、
お
金
を
振
り
込
む
た
め
に
銀
行
に

行
っ
た
ら
、
窓
口
で
運
転
免
許
証
の
提
示
を

求
め
ら
れ
た
。
母
は
免
許
証
を
持
っ
て
お
ら

ず
、
他
に
身
分
を
証
明
す
る
も
の
を
何
も
持

っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
窓
口
で
受
け
付
け

て
貰
え
ず
に
仕
方
な
く
帰
っ
て
き
た
と
の
こ

と
。急

ぎ
の
振
り
込
み
だ
っ
た
の
に
大
変
困
っ

た
と
言
っ
て
い
た
が
、
本
人
確
認
と
は
ど
う

い
う
も
の
か
。

県
労
福
協
の
「
く
ら
し
・
な
ん
で
も
相
談
”ほ
っ
と
ダ
イ
ヤ
ル
“」
を

始
め
て
か
ら
４
年
と
１
ヶ
月
が
経
過
し
ま
し
た
。
毎
月
第
2
土
曜
日
の

弁
護
士
や
司
法
書
士
、
社
会
保
険
労
務
士
な
ど
の
専
門
家
相
談
員
に
よ

る
相
談
日
に
加
え
、
２
年
前
か
ら
は
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
に
よ
る
平
日
相
談

も
開
始
し
、
年
間
相
談
件
数
は
１
、０
０
０
件
を
数
え
ま
す
。

新
春
特
別
号
は
６
人
の
専
門
家
相
談
員
の
先
生
方
に
登
場
い
た
だ

き
、
借
地
借
家
法
、
定
期
借
地
権
、
抵
当
権
抹
消
、
成
年
後
見
制
度
、
年
金
受
給
な
ど
様
々

な
事
例
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

抵
当
権
者
が
行
方
不
明
で
、
債
権
の
弁
済

期
か
ら
す
で
に
20
年
以
上
経
過
し
て
い
る
場

合
を
「
休
眠
担
保
権
」
と
い
う
が
、
休
眠
担

保
権
は
債
権
額
・
利
息
・
損
害
金
を
供
託
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
不
動
産
の
所
有
者
が
単
独

で
抵
当
権
の
抹
消
登
記
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

明
治
時
代
か
ら
残
っ
て
い
る
抵
当
権
が
担
保
さ
れ

て
い
る
債
権
は
、
既
に
そ
の
債
権
者
が
存
命
し
て
い

る
可
能
性
が
少
な
く
、
債
権
者
の
相
続
人
も
探
し
よ

う
が
な
い
。

不
動
産
所
有
者
が
、
債
務
を
弁
済
し
て
抵
当
権
を

抹
消
し
て
も
ら
い
た
く
て
も
、
弁
済
が
で
き
な
い
ま

ま
抵
当
権
を
抹
消
で
き
な
い
と
い
う
不
利
益
を
抱
え

続
け
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
た
め
、「
弁
済
し
た
い
が
、
債
権
者
が
行
方
不

明
で
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
」（
債
権
者
不
確
知
）

と
い
う
弁
済
供
託
を
す
る
こ
と
で
、
不
動
産
の
所
有

者
が
単
独
で
抹
消
登
記
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

供
託
方
法
は
、
債
権
額
・
利
息
・
遅
延
損
害
金
の
合
計

額
を
算
出
し
て
、
そ
れ
を
一
度
に
供
託
す
る
が
、
現

在
の
貨
幣
価
値
に
換
算
す
る
必
要
は
な
く
、
債
権
額

は
額
面
の
ま
ま
で
計
算
す
る
。

「
休
眠
担
保
権
と
債
権
者
不
確
知
」
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【
回
答
】（
北
川
哲
男
司
法
書
士
）

金
融
機
関
で
は
、
平
成
19

年
１
月
４
日
以
降
、
10
万
円

を
超
え
る
現
金
送
金
な
ど
を

行
う
際
に
、
金
融
機
関
に
対

し
送
金
人
の
本
人
確
認
等
が

義
務
付
け
ら
れ
て
い
る

（「
本
人
確
認
法
」、
な
お
、
平
成
20
年
３
月
１
日
以

降
は
「
犯
罪
収
益
移
転
防
止
法
」
に
基
づ
く
）。

こ
れ
は
、
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
、
テ

ロ
資
金
対
策
の
た
め
の
国
際
的
な
要
請
を
受
け

て
の
も
の
で
、
本
人
確
認
を
強
化
す
る
こ
と
に

よ
り
、
金
融
機
関
を
通
じ
た
不
正
な
資
金
の
移

動
を
抑
止
す
る
効
果
を
生
み
出
す
こ
と
を
目
的

と
し
て
い
る
。

本
人
確
認
書
類
と
し
て
は
、
個
人
の
場
合
は
運

転
免
許
証
、
旅
券
、
健
康
保
険
証
、
国
民
年
金
手

帳
な
ど
が
あ
る
が
、
顔
写
真
の
な
い
証
明
書
の
場

合
は
、
複
数
の
証
明
書
の
提
示
を
求
め
ら
れ
る
場

合
も
あ
る
。

な
お
、
こ
の
本
人
確
認
は
、
不
動
産
の
売
買
契

約
締
結
や
所
有
権
移
転
登
記
の
際
に
も
義
務
付
け

ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

【
事
例
⑤
】

昨
年
11
月
に
父
が
亡
く
な
っ
た
。
母
は
既

に
７
年
前
に
亡
く
な
っ
て
い
る
。

自
分
は
３
人
姉
弟
の
長
女
で
あ
る
が
、
弟

た
ち
と
３
人
で
父
の
財
産
を
相
続
し
よ
う
と

思
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
末
の
弟
は
若
年
性
の
認
知
症
と

診
断
さ
れ
て
い
る
が
、
手
続
き
は
ど
の
よ
う

に
し
た
ら
良
い
か
。

【
回
答
】（
千
野
正
嗣
司
法
書
士
・
土
地
家
屋
調
査
士
）

認
知
症
に
な
っ
た
り
、

知
的
障
害
や
精
神
障
害
等

の
た
め
に
判
断
能
力
が
な

く
な
っ
た
り
す
る
と
、
正

し
い
判
断
が
で
き
ず
不
利

益
を
被
っ
た
り
す
る
場
合

が
あ
る
。

そ
の
た
め
、
そ
の
判
断
を
補
っ
て
く
れ
る
援

助
者
を
付
け
る
制
度
と
し
て
成
年
後
見
制
度
が

あ
る
。

次
男
が
認
知
症
で
判
断
能
力
が
な
い
場
合
、

成
年
後
見
制
度
を
利
用
し
て
、
次
男
の
代
理
権

を
持
つ
後
見
人
を
家
庭
裁
判
所
に
選
任
し
て
も

ら
う
と
良
い
。
後
見
人
が
次
男
を
代
理
し
て
遺

産
分
割
協
議
を
す
る
。

具
体
的
に
は
、
医
師
の
診
断
書
や
戸
籍
そ
の

他
必
要
書
類
を
付
け
て
、
次
男
の
住
所
地
の
家

庭
裁
判
所
に
後
見
開
始
の
審
判
申
立
を
し
、
後

見
人
の
選
任
を
し
て
も
ら
う
。
選
任
さ
れ
る
と
、

財
産
管
理
権
が
付
与
さ
れ
、
次
男
の
全
て
の
法

律
行
為
に
つ
い
て
代
理
で
き
る
の
で
、
成
年
後

見
人
と
長
女
、
長
男
で
遺
産
分
割
の
協
議
が
出

来
る
。

な
お
、
成
年
後
見
人
に
同
じ
相
続
人
で
あ
る

長
女
や
長
男
が
選
任
さ
れ
た
場
合
、
父
の
遺
産

分
割
協
議
を
す
る
に
は
利
益
相
反
行
為
と
な
る

の
で
、
そ
の
場
合
に
は
、
次
男
の
た
め
に
家
庭

裁
判
所
に
特
別
代
理
人
選
任
の
申
立
て
を
し
、

選
任
の
上
、
特
別
代
理
人
と
長
女
と
長
男
と
で

協
議
を
す
る
。

【
事
例
⑥
】

厚
生
年
金
に
加
入
し
て
い
た
期
間
が
長
け

れ
ば
、
60
歳
か
ら
受
け
取
る
老
齢
厚
生
年
金

が
満
額
支
給
に
な
る
と
聞
い
た
が
、
そ
も
そ

も
退
職
し
て
い
れ
ば
満
額
受
け
取
れ
る
の
で

は
な
い
の
か
。

勤
務
し
な
が
ら
の
在
職
老
齢
厚
生
年
金
と

は
ど
う
違
う
の
か
。

【
回
答
】（
山
口
正
人
特
定
社
会
保
険
労
務
士
）

60
歳
か
ら
受
給
す
る
老

齢
厚
生
年
金
は
、
報
酬
比

例
部
分
と
定
額
部
分
で
構

成
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
う
ち
定
額
部
分

は
、
生
年
月
日
に
よ
っ
て

支
給
開
始
年
齢
が
引
き
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
た

と
え
ば
昭
和
24
年
１
月
生
ま
れ
の
人
は
、
来
年

１
月
に
60
歳
と
な
り
老
齢
厚
生
年
金
の
う
ち
報

酬
比
例
部
分
を
受
給
で
き
る
が
、
定
額
部
分
は

４
年
遅
れ
て
64
歳
か
ら
の
受
給
と
な
る
。

ご
質
問
の
満
額
支
給
と
は
、
こ
の
定
額
部
分

が
64
歳
か
ら
で
は
な
く
て
60
歳
か
ら
受
給
で
き

る
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

具
体
的
に
は
、
厚
生
年
金
の
被
保
険
者
期
間

が
44
年
以
上
あ
っ
て
退
職
し
て
い
る
人
に
つ
い

て
は
、
60
歳
か
ら
報
酬
比
例
部
分
と
定
額
部
分

が
同
時
に
受
け
取
れ
る
た
め
、
こ
れ
を
満
額
と

言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

在
職
老
齢
厚
生
年
金
に
つ
い
て
は
、
60
歳
を

過
ぎ
て
も
勤
務
し
て
い
て
厚
生
年
金
の
被
保
険

者
で
あ
れ
ば
、
65
歳
ま
で
は
標
準
報
酬
月
額

（
＊
注
）
＋
「
そ
の
月
以
前
１
年
間
の
賞
与
額
÷

12
」
の
月
額
相
当
額
と
、
年
金
月
額
相
当
額

（
報
酬
比
例
部
分
＋
定
額
部
分
）
の
合
計
が
28
万

円
以
下
な
ら
年
金
は
減
額
さ
れ
な
い
。

65
歳
を
過
ぎ
る
と
合
計
額
の
基
準
は
48
万
円

に
広
が
り
、
さ
ら
に
年
金
月
額
相
当
額
に
老
齢

基
礎
年
金
は
算
入
さ
れ
な
い
た
め
、
年
金
の
減

額
基
準
は
大
幅
に
緩
和
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
長
期
加
入
要
件
で
の
年
金
満

額
と
は
、
定
額
部
分
と
報
酬
比
例
部
分
が
特
例

と
し
て
同
時
に
支
給
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
、

在
職
者
の
老
齢
厚
生
年
金
の
満
額
支
給
と
区
別

し
て
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

１
０
０
年
に
一
度
と
言
わ
れ
る
世
界
経
済

の
落
ち
こ
み
は
、
私
た
ち
の
日
々
の
生
活
に

重
く
の
し
か
か
っ
て
き
て
い
ま
す
。暮
ら
し
の

中
の
様
々
な
悩
み
ご
と
も
増
加
の
一
途
で
す
。

私
た
ち
の
相
談
窓
口
も
事
案
に
よ
っ
て
は
、

専
門
家
の
先
生
に
面
談
で
直
接
相
談
い
た
だ

け
る
面
談
相
談
（
長
野
市
）
も
取
り
入
れ
、

相
談
窓
口
体
制
の
充
実
を
は

か
り
な
が
ら
今
年
も
ス
タ
ー

ト
致
し
ま
す
。

本
年
も
宜
し
く
お
願
い
致

し
ま
す
。 文

中
の
（
＊
注
）
標
準
報
酬
月
額
は
、

60
歳
以
降
の
労
働
契
約
内
容
に
よ
っ
て

異
な
る
。

①
60
歳
定
年
後
、
再
雇
用
の
場
合

60
歳
で
一
旦
会
社
を
退
職
す
る
た
め
、

退
職
日
の
翌
日
付
で
資
格
喪
失
し
、
同
日
付
で

再
取
得
す
る
た
め
、
再
取
得
時
に
今
後
の
見
込

み
額
を
基
準
と
し
た
額
と
な
る
。

②
定
年
延
長
に
よ
り
60
歳
以
降
も
現
在
の
給
与

水
準
で
継
続
雇
用
の
場
合

現
行
の
ま
ま
59
歳
時
の
標
準
報
酬
月
額
と
同
じ
。

な
お
Ｈ
20
年
9
月
現
在
の
一
般
の
厚
生
年
金

保
険
料
率
は153.5/1000

で
、
事
業
主
と
被
保

険
者
は
折
半
。
給
料
明
細
の
厚
生
年
金
保
険
料

額
を
基
に
現
在
の
標
準
報
酬
月
額
は
下
記
に
よ

り
試
算
が
で
き
る
。

「
標
準
報
酬
月
額
」

厚生年金保険料÷15.35%×2≒標準報酬月額

●
相
談
受
付
　
第
2
土
曜
日
　
10
時
〜
16
時

●
専
門
家
相
談
員

弁
護
士
、司
法
書
士
、特
定
社
会
保
険
労
務
士
、

就
職
相
談
員
ほ
か

●
相
談
内
容

離
婚
、
サ
ラ
金
・
多
重
債
務
、
相
続
、
年
金
問

題
や
、
健
康
・
雇
用
・
労
災
保
険
関
係
、
労
働
問

題
な
ど
何
で
も
結
構
で
す
。

平
日
の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
に
よ
る
電
話
相
談
も

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

毎
月
第
2
土
曜
日
は
、
専
門
家
に
よ
る
相
談
日
で
す
。

困
っ
た
と
き
は
、
く
ら
し
・
な
ん
で
も
相
談

〝
ほ
っ
と
ダ
イ
ヤ
ル
〞

ƒ

０
１
２
０
―
３
９
―
６
０
２
９


